
[運送会社の経営情報] ・・・・・・・・・ 歩合給に含まれる残業手当の合法性は? 

タクシー運転手の｢歩合給｣をめぐる注目裁判の動向が気になります。

1.｢歩合給だから割増賃金なし｣は有効? 無効? 

タクシー運転手の給与には、一定の基本給と運賃収入に応じて支給される歩合給からなる｢歩合給制｣

が多くの会社で採用されていますが、近々、この歩合給制をめぐる注目の判決が出される見通しです。

本事件では、タクシー運転手ら14人が、歩合給の計算にあたり残業手当等に相当する額を控除する旨

を定める会社の賃金規則は無効であり、控除された残業手当等相当額の支払義務があるとして、未払

賃金および遅延損害金等の支払いを求めており、東京地裁は、公序良俗に反するとして未払い賃金の

合計約1,500万円の支払いを命じました(国際自動車事件・東京地判平27.1.28)。

2.分かれる裁判所の判断 

同事件では、同じ内容を請求する訴訟が次々に提起されており、現在、第4次訴訟まで提起され、原告

も200名を超える大きな訴訟となっています。

そのうち第2次訴訟では、割増賃金の算出方法を定める労働基準法37条に違反せず、公序良俗にも反し

ないとして原告の意見を斥けて(東京地判平28.4.21)おり、裁判所の判断が分かれています。

3.高裁判決も｢無効｣ですが… 

第1次訴訟の高裁判決(二審)では、地裁判決(一審)が支持され、会社側に未払い賃金の支払いが命じられ

たことから、会社側が上告し、現在も最高裁で係争中です。

そして、最高裁判決を前に双方の意見を聞く弁論が開かれました(1月31日)。

この弁論は、一審・二審とは異なる判断がなされる場合に最高裁判決を前に開かれることが多いこと

から、今後の最高裁判決では｢これまでと結論が異なるのでは?｣と注目が集まっています。

4.運転手の残業代計算に大きな影響が 

上記の通り、タクシー運転手の給与では｢歩合給制｣が採用されているケースが多いため、この事件の

確定判決が及ぼす影響が少なくないと見られています。

特に、運転手の残業手当の計算方法やその定め方について見直しを迫られるタクシー会社もあること

でしょうがタクシー会社に限らず、運送会社においても｢歩合給制｣を採用されている場合は、一度、

自社の賃金規則をチェックしてみてはいかがでしょうか? 

□ 近畿県内の中堅物流会社のA社の賃金制度も、基本給＋歩合給で構成されています。

歩合給の内の30%はみなし残業手当として規定されており一部の例外を除き殆どの乗務員についての

残業代は、この範囲内に収まっています。

しかし今後の判決次第によっては、この制度の維持も不安になってきます。

制度の特徴としては、残業代の対象となる賃金が基本給＋歩合給の設定になっていますので固定給中

心の賃金制度に比べて、残業単価が低く残業代の負担が軽減されるところにあります。これまでにお

いては、このような制度が問題になったことはなく、所轄監督署からも特段の指導もありませんでし

た。しかし、最近各地の裁判所において、このような制度の違法性が問われるケースが少なからずあ

り、その是非を巡り今後の最高裁での判断が注目される次第です。運送会社の多くは、歩合給及びみ

なし残業手当が導入されています。ここ数年来の最低賃金の大幅な上昇とともに残業代問題も運送事

業者にとって大きな問題となっています。
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